
 

 

 

  

 

市内事業者が行う新たな技術開発を推進するための補助金制度を平成３０年７月に創設しました。研究

機関等と連携して実施する「新事業展開」、「新技術」、「新商品開発」、「生産工程の合理化」、「高付加価値

化」のための研究開発や、研究開発を目的に行う依頼試験等に要した経費の一部に対し、補助金を交付し

ます。 

 

◆対象事業者等 

 ・瀬戸市内に事業所を有する中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ 

  ・グループの場合は、そのうちの３分の２以上の中小企業者が瀬戸市内に事業所を有すること。 

  ・市税を滞納していないこと 

 

◆対象となる研究機関  

  ・大学、短期大学、高等専門学校の研究機関 

  ・産業技術総合研究所中部センター、一般財団法人ファインセラミックスセンター等の研究機関 

  ・公設の試験研究機関（あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター 瀬戸窯業試験場 等） 

 

◆対象経費 

  当該年度中に研究機関等に支払う経費のうち、次の各号に掲げる経費 

 （１）共同研究費（研究機関等との共同研究に要する経費） 

  （２）委託研究費（研究機関等との委託研究に要する経費） 

  （３）技術コンサルティング費（研究者等による技術アドバイスに要する経費） 

  （４）材料や製品の分析、測定等を行う依頼試験に要した手数料 

  ※当該年度中に研究機関等に支払う経費の合計額が１万円以上の場合が対象となります。 

  ※同一補助対象事業を複数年継続して行う場合は、３年間を限度に継続可能とします。 

  ※国・県・その他の機関から同様の趣旨の補助金を受けていない事業に限ります。 

      

 

 

 

 

 

 

◆補助金額 

  対象経費の２分の１（上限額は次のとおり） 

  ・研究機関等との契約に基づき連携して実施する事業 上限３０万円 

  ・研究機関等との契約を有しない依頼試験等     上限１０万円 

  ※予算額に達し次第、募集を締め切ります。 

 

 

「新事業展開・技術開発支援事業補助金」のご案内 

共同研究・委託研究 分析・依頼試験

 

技術コンサルティング 
＜連携のイメージ＞ 

「共同研究・委託研究」の前段

階となる「技術コンサルティン

グ」と「依頼試験」に要する経

費を対象経費に加えました。 

瀬戸市地域産業振興会議の中小企業支援施策 

 

◆補助金交付に係る手続きの流れについては、裏面をご覧ください。 



◆補助金交付に係る手続きの流れ 

 

 

 

 ※事業開始した日から３０日以内に申請 

  （例）契約締結日から３０日以内 

  （例）依頼試験申込日から３０日以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大学等研究機関との契約書の写し又はそれに代わるもの 

・大学等研究機関との依頼書等の写し 

・会社又はグループの定款又はこれに類する書類の写し 

・会社又はグループの事業、組織等の概要がわかるもの 

 

 

 

 

 

 

※事業完了後３０日以内または交付決定日の属する年度の 

３月末までに実績報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 

新事業展開・技術開発支援補助金交付申請書 

（様式第１号） 

新事業展開・技術開発支援事業計画書 

（様式第２号） 

宣誓書（様式第３号） 

受理・審査 

新事業展開・技術開発支援事業交付決定通知書

（様式第４号） 

事業実施 

 

 

■お問い合わせ先 

瀬戸市地域産業振興会議(事務局：瀬戸市経済文化部商工観光課 瀬戸蔵３階) 

０５６１ー８８－２６５１ 

新事業展開・技術開発支援事業実績報告書 

（様式第８号） 

事業完了 

新事業展開・技術開発支援事業補助金交付請求書 

（様式第１０号） 

新事業展開・技術開発支援事業補助金確定通知書 

（様式第９号） 

受理・審査 

補助金交付 

瀬戸市地域産業振興会議 

入金 補助金を受取 


